
Ⅰ 過去３年間の基礎級程度の
技能検定等の学科試験及び実
技試験の合格率（旧制度の基礎
２級程度の合格率を含む）

・９５％以上：２０点
・８０％以上 ９５％未満：１０点
・７５％以上 ８０％未満：０点
・７５％未満：－２０点

Ⅰ 直近過去３年以内に改善
命令を受けたことがある（旧
制度の改善命令相当の行政
指導を含む）

・改善未実施：－５０点
・改善実施：－３０点

Ⅱ 過去３年間の２・３級程度の技
能検定等の実技試験の合格率
（注１）

・８０％以上：４０点
・７０％以上 ８０％未満：３０点
・６０％以上 ７０％未満：２０点
・５０％以上 ６０％未満：０点
・５０％未満：－４０点

Ⅱ 直近過去３年以内におけ
る失踪がゼロまたは失踪の
割合が低いこと（旧制度を含
む）

・ゼロ：５点
・１０％未満または１人以下：０点
・２０％未満または２人以下：－５点
・２０％以上または３人以上：－１０点

Ⅱ－２（１） 直近過去３年間の３
級程度の技能検定等の実技試
験の合格実績

・合格者３人以上：３５点
・合格者２人：２５点
・合格者１人：１５点
・合格者なし：－３５点

Ⅲ 直近過去３年以内に実習
実施者の責めによるべき失
踪があること（旧制度を含む）

・該当：－５０点

Ⅱ－２（２） 直近過去３年間の２
級程度の技能検定等の実技試
験の合格実績

・合格者２人以上：５点
・合格者１人：３点

Ⅲ 直近過去３年間の２・３級程度
の技能検定等の学科試験の合
格実績 （注２）

・合格者２人以上：５点
・合格者１人：３点

Ⅰ 母国語相談・支援の実施
方法・手順を定めたマニュア
ル等を策定し、関係職員に周
知していること

・有り：５点

Ⅳ技能検定等の実施への協力
（注３）

・有り：５点 Ⅱ 受け入れた技能実習生に
ついて、すべての母国語で
相談できる相談員を確保して
いること（旧制度を含む）

・有り：５点

Ⅲ 直近過去３年以内に、技
能実習の継続が困難となっ
た技能実習生に引き続き技
能実習を行う機会を与えるた
めに当該技能実習生の受入
れを行ったこと（旧制度下に
おける受入れを含む）

・有り：５点

Ⅰ 直近過去３年以内の技能実
習指導員の「技能実習指導員講
習」受講歴

・全員有り：５点

Ⅱ 直近過去３年以内の生活指
導員の「生活指導員講習」受講
歴

・全員有り：５点 Ⅰ 受け入れた技能実習生に
対し、日本語の学習の支援
を行っていること

・有り：４点

Ⅱ 地域社会との交流を行う
機会をアレンジしていること

・有り：３点

Ⅰ 第１号技能実習生の賃金（基
本給）のうち最低のものと最低賃
金の比較

・１１５％以上：５点
・１０５％以上 １１５％未満：３点

Ⅲ 日本の文化を学ぶ機会を
アレンジしていること

・有り：３点

Ⅱ 技能実習生の賃金における
各段階ごとの昇給率

・５％以上：５点
・３％以上５％未満：３点

（注１） ＜計算方法＞

分母：新制度の技能実習生の２号・３号修了者数－うちやむを得ない不受検者数＋旧制度の技能実習生の受検者数÷

分子：（３級合格者数＋２級合格者数×１．５）×１．２

※ 旧制度の実習生の受検実績について、施行日以後の受検実績は必ず算入。施行日前については、施行前の基準日以前の受検実績は算入しないことも可。
※ 施行後３年間については、Ⅱに代えて、Ⅱ－２（１）および（２）で評価することも可。

（注２） ２級、３級で分けず、合格人数の合計で評価

（注３） 技能検定委員（技能検定における学科試験および実技試験の問題の作成・採点・実施要領の作成や検定試験会場での指導監督などを職務として行う者）また

は技能実習評価試験において技能検定委員に相当する者を社員等の中から輩出している場合や、実技試験の実施に必要とされる機材・設備等の貸与等を行っている
場合を想定。

１．技能等の修得等に係る実績　【配点７０点】 ４．法令違反・問題の発生状況　【配点５点】

５．相談・支援体制　【配点１５点】

２．技能実習を行わせる体制　【配点１０点】

６．地域社会との共生　【配点１０点】

３．技能実習生の待遇　【配点１０点】

発 行
アジアクリエーション協同組合
〒103-0021 東京都中央区
日本橋本石町4-5-5 日本橋藤ビル4階
Tel 03-3527-9833
Fax 03-3527-9844
http://asia-creation.org/

「優良な実習実施者」の要件とは？
さ ら っ と

解説

アフリカ豚コレラなど家畜の病気の侵入を防ぐため、4月22日より肉や肉製品（ソーセージ、ハ
ム、餃子等）・植物の違法な持ち込みが罰則の対象となりました。空港等において輸入検

査を受けずに日本国内へ持ち込んだ場合には、家畜伝染病予防法・植物防疫法により、3年以
下の懲役または100万円以下の罰金が科せられます。持ち込みには輸入申告（または輸出国の
政府機関が発行する検査証明書）が必要です。関係者の方々が知らずに誤って日本に持ち込
むことがないよう、ご周知よろしくお願いいたします。

●優良な実習実施者のメリット
① 技能実習３号での技能実習生の受入れが可能にな
ると、従来の第１号および第２号受入れで最大３年
だった実習期間が最大５年に延長されます。
② 受入れ人数枠が拡大されます（第１号：基本人数
枠の２倍／第２号：同４倍／第３号：同６倍）。ま
た第３号技能実習生については、他の実習実施者か
らの転籍が可能になります。
③ 対象職種の拡大として、地域限定の職種・企業独
自の職種（社内検定の活用）・複数職種の実習など
が認められています。

●監理団体も「優良」が条件
以上の優遇を受けるためには、監理団体と実習実施

者の双方が優良であることが必須条件です。幣組合
は「優良な監理団体」である一般監理団体の認定を
受けています。

●優良認定はポイント方式
優良な監理団体とは、技能検定試験の合格率や法令

違反・問題の発生状況、支援体制などをポイント化
し、１２０点満点の６割＝７２点以上を満たした団
体となります。具体的には右表のとおりです。申請
手続きは、６割以上の点数の獲得が確認できた場合
に「優良要件適合申告書」を技能実習計画の認定申
請の際に添付書類として提出します。

●第３号実習生の受入れを継続するには
「優良」と認定された後も、６割以上の点数を保ち続

けなければなりません。毎年１回提出する実施状況報
告書に、優良要件適合申告書のほか、優良基準を満た
すことを明らかにする書類を添付する必要があります。

実習実施者（受入企業）が第３号の技能実習生を受け
入れるためには、技能等の修得をさせる能力が高い
「優良な実習実施者」である必要があります。

アジアクリエーション協同組合主催

日本語勉強会

７月２８日（日）名古屋

８月４日（日）本部（東京）

※ 詳細が決まり次第ご案内します。

【クールビズ実施のご案内】幣組合では、地球温暖化・省エネ対策の一環としてクールビズを実施いたします。実施期間中は原則軽装で勤務いたしますので、
皆さまのご理解・ご協力をお願い申し上げます。実施期間：２０１９年５月１日～９月３０日

社長さん、よろしくお願いします！！
しゃちょう ね が

（株）大雄、西川実業（有）合同現地面接の翌日（４月１０日）、
かぶしきがいしゃだいゆう にしかわじつぎょうゆうげんがいしゃご う ど う げ ん ち め ん せ つ よ くじつ し が つ と お か

カンボジアの首都プノンペンで採用者のご家族を招いた食事会が
し ゅ と さ いようしゃ か ぞ く ま ね し ょくじかい

行われました。ご家族も安心した様子で、温かい雰囲気でした。
おこな 家 族 と あ んしん よ う す あたた ふ ん い き

「外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律」により、３年ごと
に技能実習責任者養成講習の受講が義務づけられています。未受講の組合員企業様は、
２０２０年３月３１日までに必ず受講するようお願いいたします。
【受講対象者】技能実習実施機関（組合員企業様）により、技能実習責任者に選任されてい
る者（選任予定の者も含む）。技能実習を行わせる事業所ごとに選任しなければなりません。
【養成講習】養成講習機関は厚生労働省のホームページに掲載されています（「外国人技能
実習制度における養成講習について 厚生労働省」で検索）。日程・会場・申込み等につい
ては、各養成講習機関へ直接お問い合わせください。受講料は１００００～１３０００円程
度です。
なお公益財団法人国際研修協力機構（JITCO）の講習会には、組合員企業様は賛助会員と

ジ ツ コ

して会員価格８０００円で受講できます→申込みホームページ（「JITCO 技能実習責任者講
習」で検索）→[技能実習責任者講習]の[日程・申込み]→[お申込（賛助会員）]で必要事項
を記入。※賛助会員番号は、JITCOから届く『かけはし』の宛名に記されています。

技能実習責任者講習の受講はお済みですか？
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